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令和４年６月教育委員会定例会議事録（要旨） 

 

１ 開催日時  令和４年６月２４日（金） 

        開会：午後１時  閉会：午後１時２５分 

２ 開催場所  災害対策本部室 

 

３ 会議次第 

  ○５月定例会議事録承認 

○教育長報告 

○議案第３２号 平成２８年教育委員会告示第８号（個人演説会等の施設の設備の程度及

び公職の候補者等が納付すべき費用の額の公表について）の一部改正に係る臨時代理につ

いて 

○議案第３３号 令和４年度大津市一般会計教育費６月補正予算に関する意見の申出に係

る臨時代理について 

○議案第３４号 大津市教育公務員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正す

る規則の制定について 

○議案第３５号 大津市通学区域審議会委員の解嘱及び委嘱について 

○議案第３６号 大津市社会教育委員の解嘱及び委嘱について 

 

４ 出席委員 

   島崎教育長、前田委員、壽委員、八田委員、田村委員 

 

５ 事務局出席者 

   高野教育部長、田中教育部次長、青山教育総務課長、西同課長補佐、金城同課主任、濱

田同課主事、山田教職員室長、中野学校教育課長、橋本児童生徒支援課長、藤原学校給

食課長、二ノ宮生涯学習課長 

 

６ 会議を傍聴した者 

（１）一般傍聴者       ０人  （２）市政記者等の傍聴者   ０人 

 

７ 議事の経過  別紙のとおり  
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（議事の経過） 

 

開会  教育長が６月定例会の開会を宣言 

 

議題の公開／非公開  議案第３５号及び第３６号について非公開とすることを決定 

 

５月定例会議事録承認  承認 

 

教育長報告 

 

○議案第３２号 平成２８年教育委員会告示第８号（個人演説会等の施設の設備の程度及び公

職の候補者等が納付すべき費用の額の公表について）の一部改正に係る臨時

代理について 

 

【説 明】 

○青山教育総務課長 本告示については、公職選挙法施行令第１１９条及び１２１条により、

個人演説会等の施設の管理者は、市町村の選挙管理委員会の承諾を得て、設備の程度その他施

設・設備の使用に関する定めや納付すべき費用の額を定め、あらかじめこれを公表しなければ

ならないことから、教育委員会の所管する学校園や公民館等について設備の程度や費用につい

て告示しているものである。 

 今回の改正は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の改正に伴い、費用に関す

る所要の改正を行うものである。学校等の施設を使用して演説会を開催する場合における、納

付すべき費用の額について、休日、平日昼間、平日夜間と、それぞれ費用を改正するものであ

る。各費用の算出方法については、議案書のとおりである。 

 なお、７月１０日に実施される参議院議員選挙、滋賀県知事選挙及び滋賀県議会議員補欠選

挙の公示日である６月２２日までに改正を行う必要があったことから、大津市選挙管理委員会

から本内容について承諾を得た上で、６月１５日付けで臨時代理により告示をしたため、教育

委員会の承認を求めるものである。 

  

【質 疑】 なし 

 

【採 決】 承認 

 

○議案第３３号 令和４年度大津市一般会計教育費６月補正予算に関する意見の申出に係る臨

時代理について 

 

【説 明】 

○田中教育部次長 市議会６月通常会議に上程している教育費補正予算について市長へ意見を申

出るものであるが、会議を開く時間がなかったことから、原案に対する意見はないものとして教

育長が臨時に代理したので、教育委員会の承認を求めるものである。 

本補正は、新型コロナウイルス感染症対策と事業進捗に係る事業費等になる。教育費の補正額

は９，３２３万７千円の増額となり、補正後の予算総額は、１２３億５２００万円余りとなるも

のである。 

具体的な補正予算の内容について、通番２２、「児童・生徒通学バス運行事業費」は、葛川小

中学校の児童・生徒の増加に伴う、スクールタクシーの通学方法の追加に係る経費のである。 

通番２３、「幼稚園園舎等改修事業費」は、公立幼稚園の感染症対策に資する施設改修等に係

る経費である。 

通番２４、「学校保健管理運営事業費」は、小中学校における感染症対策に必要な衛生用品や

備品の購入に係る経費である。 
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【質 疑】  

○田村委員 感染症対策にかかる経費補正について、通番２３については全額国費、通番２４は

国費と市一般財源の２分の１ずつとなっているが、なにか違いがあるのか。 

○中野学校教育課長 国庫補助金については、補助対象となる事業の中で必要な対策等をしてい

る。 

○田村委員 国の補助対象よりも広げて、市が感染症対策をしているため、一般財源の支出があ

るということか。 

○青山教育総務課長 通番２３については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

を活用しているため、全額国費を充当している。通番２４については、財源として臨時交付金を

充てるのではなく、保健衛生に関する国の補助事業を活用した事業であり、国費、市費２分の１

ずつの負担となっている。 

○前田委員 通番２３について、感染症対策の施設改修について、内容を具体的に教えていただ

きたい。 

○金城教育総務課主任 公立幼稚園のトイレの洋式化改修や窓への網戸の設置等である。 

 

 

【採 決】 承認 

 

○議案第３４号 大津市教育公務員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規

則の制定について 

 

【説 明】 

○青山教育総務課長 ７月１日に教育職員免許法の一部改正が施行されることとなり、教員免

許更新制に係る規定を削除する等の改正がされている。従い、本市規則についても所要の改正

をするものである。同法第１６条の２が第１６条へ繰り上げとなるため、規則についても条番

号を改正するものである。 

 

【質 疑】 なし 

 

【採 決】 可決 

 

 

○議案第３５号 大津市通学区域審議会委員の解嘱及び委嘱について 

 

【説 明】 

○中野学校教育課長 大津市通学区域審議会委員については、市立学校の通学区域の適正化を

はかるために必要な事項を調査審議する附属機関の委員である。５月定例会にて委員の委嘱に

ついて議決を得たところであるが、新たに市民団体より役員交代の報告があったため、委員１

名について解嘱及び委嘱を行うものである。新しい委員の任期は、審議会規則第３条第２項に

基づき、令和４年６月２５日から前任者の残任期間である令和６年６月１日までとなる。 

 

【質 疑】 （非公開） 

 

【採 決】 可決 

 

 

○議案第３６号 大津市社会教育委員の解嘱及び委嘱について 

 

【説 明】 

○二ノ宮生涯学習課長 大津市社会教育委員設置条例第３条に基づき、現在委嘱している委員
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の任期が令和４年７月６日をもって満了となることから、新たに委員を委嘱するものである。

 新たに委嘱する委員は１１名であり、再任の委員が７名、新任の委員が４名である。公募委

員については、広報おおつやホームページで広く募集をし、選考の上２名を決定した。 

 

 

【質 疑】 （非公開） 

 

【採 決】 可決 

 

閉会 教育長が６月定例会の閉会を宣言 

 


